
  軽自動車税（種別割）の減免事由に係る報告書 

令和   年   月   日 

（届出者） 住   所 

(所在地) 

（宛先）京都市長 氏   名 

(名  称) 

電話番号      －     － 

下記の軽自動車等について、減免事由に変更が生じたので報告します。 

記 

※「生計同一」とは日常生活の資を共通にしている親族等のことをいい、同居・別居は問いません。 

次の欄は処理欄ですので記入しないでください。 

課税の説明について ⇒ □ 今年度納付必要 

                     □ 今年度減免・前年度廃車済（納付不要) 

手帳の減免申請済印の取消 ⇒ □ 済み □ 押印なし □ 不要 

減免申請書控えの提出   ⇒ □ あり □ なし 

交付 審査 後方 受付 
 

   

 令和  年度で減免終了 区 学区 町 氏名 整理番号 

                

様式 10（R4.12） 

  -   

納税義務者 

□届出者に同じ 

住 所 
(所在地) 

 

氏 名 
(名 称) 

 電話番号     －    － 

減免を終了する 

車両番号 
 変更があった日 令和   年   月   日 

減免の変更内容（該当するものにチェック☑） 

□ １ 他の軽自動車又はバイクに乗り換えた。 

□ ２ 家族(生計同一※に限る)に譲渡(売却)した。 

減免終了 
 新しい車両 (又は所有者 )で 

減免申請してください。 

□ ３ ２以外の方に譲渡(売却)した又は廃棄(スクラップ)した。 減免終了 

□ ４ 納税義務者(所有者)又は手帳の所持者が亡くなった。 

□ ５ 減免対象の手帳を返納した又は更新しなかった。 

□ ６ 納税義務者(所有者)又は運転者が、手帳の所持者と生計同一※で 

   なくなった。 

減免終了 
 他の事由で減免対象となる

場合、翌年度の納期限までに

再度、減免申請してください。 
□ ７ 療育手帳の「障害の程度」が「Ａ」でなくなった。 

□ ８ 精神障害者保健福祉手帳の「障害等級」が「１級」でなくなった。 

   又は自立支援受給者証(精神通院)の受給者ではなくなった。 

□ ９ 普通自動車で減免申請する。 

※減免適用の車両は、普通自動車を含め手帳の所持者お一人につき１台限り。 

減免終了 
 現在減免中の車両が今年度

課税となる場合があります。 

□ 10 納税義務者(所有者)又は手帳の所持者が京都市外に転出した。 
減免終了 
 転出先の市町村にお問合せ

してください。 

□ 11 運転者が変わった。 減免申請が必要 

 

（受付印） 


